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研究成果の概要（和文）： 

以下の研究成果が得られた。 
(1) 裁判と関連する基本的な知識（裁判知識）を，知識の正確さの側面と，知識の受容の側面
（納得できるか）とに分けて捉え直し，市民にとって受容することが困難な裁判知識を抽出し
た(研究 1)。 
(2) 裁判知識をレクチャーすることで，裁判知識の理解が高まることが示された。いくつかの
裁判知識については受容についても促進された。こうした効果は，レクチャーを繰り返し行う
ことでより高まることが示された(研究 2)。 
(3) 裁判知識をレクチャーすることで裁判知識に照らして適切な発話が増し，その結果として
評議の妥当性が高まる可能性が示された(研究 3)。 
 
研究成果の概要（英文）： 
The main results are as follows. 

(1) In Study 1, the researcher investigated, from the perspectives of accuracy and 
acceptance, the kind of legal and psychological knowledge required for conducting a 
trial, and extracted the kind of knowledge that lay people had difficulty accepting. 

(2) In Study 2, the researcher examined whether teaching increases the accuracy and 
acceptance of the knowledge extracted from Study 1. The results show that it become 
fully effective in accuracy and partially in acceptance. 

(3) In Study 3, the researcher held a mock trial to examine whether teaching influenced 
the participants’ deliberations. The results show that teaching increased the number 
of mock juror’s statements that were based on the psychological knowledge required 
for conducting a trial. An implication of this result is that teaching enhances the 
validity of lay judges’ deliberations. 
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１．研究開始当初の背景 
裁判員裁判が適切に行われるためには，裁

判と関連する基本的な知識（裁判知識と呼
ぶ）について，裁判員が十分理解しているこ
とが必要である。 
裁判知識は，大きく 2つに分類できる。第

一は，刑事訴訟法に関する法学的知識である。
裁判員は，刑事訴訟法の枠組みから逸脱する
ことなく議論することが求められる。第二は，
目撃証言の信頼性に関する心理学知識であ
る。裁判員裁判の対象となる事件では，しば
しば目撃証言の信頼性が争点になる。裁判員
は，目撃証言の信頼性をはじめとするきわめ
て心理学的な事象についても議論すること
が求められる。 
しかし，先行研究によれば，市民の裁判知

識は必ずしも正確ではない。たとえば，岡
田・仲・藤田（2006）は，社会人を対象に，
法学的知識の理解度を調査している。その結
果，伝聞証拠（伝聞証拠は原則として証拠に
はならない）や検証責任（被告人は自分が無
罪であることを証明する責任がない）といっ
た法学的知識を正しく理解できていたのは，
それぞれ回答者の 33%，31%にすぎなかった。
法学的知識が正確でないことは，裁判員に任
ぜられることへの不安を高めるだけでなく
（仲，2009），裁判員として行う法学的判断
のあり方にも影響を及ぼすため問題である
（Lynch & Haney, 2000）。同様に，市民の目
撃証言の信頼性に関する知識も，必ずしも正
確でない。たとえば，市民の多くは，証人が
自信をもって述べた目撃証言は信頼性が高
いと考えている（Brigham & Bothwen, 1983）。
しかし，多くの先行研究によれば,必ずしも
目撃証言の正確さは確信度と相関しない（越
智，1999）。裁判員が誤った素朴理論に基づ
き評議を行ったとすれば，評議内容は著しく
妥当性を欠くものとなり，問題である。 
こうした議論を踏まえ，2008 年度までの研
究活動において申請者は，社会人および大学
生を対象として実験を行い，裁判知識につい
てレクチャーを行う事が市民による裁判知
識の理解に及ぼす影響を検討してきた（山
崎・仲，2009）。その結果，裁判知識のレク
チャーによって，対象者問わず，裁判知識の
正確さが高まることが示された。しかし，一
方で，レクチャーによって得られた裁判知識
は，裁判員による有罪無罪判断に対して，何
ら影響を及ぼさないという結果も得られた
（つまり，裁判知識に基づいた有罪無罪の判
断は行われなかった）。 
このような結果が得られた理由としては，

裁判知識と市民の素朴理論（すなわち，市民
感覚）との隔たりの大きさが考えられる。た
とえば，（1）違法収集証拠（違法な捜査によ
って得られた証拠）は，刑事訴訟法上，裁判
員による議論の根拠として用いてはならな

い。しかし，Kassin & Sommers（1997）によ
れば，多くの市民は，“入手方法が違法であ
るからこの証拠を参照してはならない”と
説明された場合でも，暗黙のうちにこの証拠
を参照してしまう。また，（2）裁判心理学上，
証言の正確さと証人の自信とは一般的に対
応しないことが明らかになっている（越知，
1999）。しかし，市民感覚としては，“絶対
にこの人を見ました”という目撃証言は，そ
うでない証言よりも信頼性が高いと感じら
れる（岡田・藤田・仲，2006）。このように，
市民感覚と隔たりの大きな裁判知識は，字義
的な理解はできるものの，受容することが困
難（納得できない）という場合がある。 
以上のことに鑑みれば，裁判知識の問題は，
知識の字義的な理解（正確さ）の側面と，市
民がその知識を受容できるか（納得できる
か）といった側面とに分けて，とらえなおす
必要があると言える。 

 

２．研究の目的 
本研究の目的は，裁判知識を理解と受容の
側面に分けて捉えなおし，両者が裁判員の判
断に及ぼす影響について検討することであ
る。本研究ではとりわけ，これまでの裁判員
研究でほとんど議論されることのなかった
裁判知識の受容の観点に焦点を当て，以下の
3点について検討を行った。 
 
(1) 裁判知識を，知識の正確さの側面と，知
識の受容の側面（納得できるか）とに分けて
捉え直し，市民にとって受容することが困難
な裁判知識を抽出した（研究 1）。 
(2) 裁判知識をレクチャーすることで裁判
知識の理解と受容は促進されるのか，また，
促進されるとすればどのようなレクチャー
のあり方がより効果的であるか，検討を行っ
た（研究 2）。 
(3) レクチャーによって裁判知識の理解と
受容を促すことで，評議の妥当性が高まるか
（適切な裁判知識に基づく発話が増えるか）
検討を行った（研究 3）。 
 
３．研究の方法 
４．研究成果 
 本研究では段階的に 3つの研究を行ってお
り，方法と成果は研究ごとに完結している。
このため，研究ごとに“３．研究の方法”と
“４．研究成果”をまとめて報告する。 
 
研究１：受容が困難な裁判知識の抽出 
 裁判で有罪無罪判断を下す際に必要な法
知識と心理知識のうち，市民にとって受容が
困難な知識を抽出した。 
 
 
 



研究の方法 
材料 法学的知識と心理学知識に関する

命題（各 11 項目）を記載した調査票。 
参加者 大学生 42 人。 
手続き 参加者に調査票を配布し，各項目

に対して，正誤の判断を求めるとともに，受
容の程度（どの程度納得できるか）について
回答を求めた。  
 
研究成果 
裁判知識の正答率（正しく判断できた参加
者の割合）と受容率（裁判知識について“納
得できる”と回答した参加者の割合）を算出
し，受容率が低いものを抽出した（表 1）。そ
の結果，法学的知識では，“推定無罪の原
則”，“自由心証主義”，“起訴状”，“証
人の証言”，“立証責任”の 5項目，心理学
知識では，“写真同定”，“恐怖をともなう
記憶”，“凶器注目効果”，“目撃時間”，
“真の記憶の区別”の 5 項目が抽出された。 
 
 

表 1．受容率の低い裁判知識 

項目 法学的知識 

受容率 

（ ）は

正答率 

推定無

罪原則 

裁判では，被告人は，法廷

で証拠により有罪であると

証明されるまで，無罪と推

定される。 

39% 

（52%）

自由心

証主義 

裁判では，証拠が信用でき

るかどうかは，自由に判断

することができる。 

33% 

（29%）

起訴状 
裁判の最初に，検察官が読

む起訴状は，証拠でない。 

22% 

（35%）

証人の

証言 

裁判では，法廷で証人が証

言する内容は，証拠である。 

26% 

（31%）

立証責

任 

裁判では，被告人は，自分

が無罪であることを証明す

る責任がない。 

29% 

（40%）

 

項目 心理学知識 

受容率 

（ ）は

正答率 

写真同

定 

数多くの写真から目撃者が

選んだ人が，確実に犯人で

あるとは限らない。 

29% 

（45%）

恐怖を

ともな

う記憶 

強い恐怖を引き起こした体

験の出来事が，普段の記憶

よりも正確であるとは限ら

ない。 

22% 

（44%）

凶器注

目効果 

凶器の存在は，目撃者によ

る犯人の顔の識別の正確性

を損なわせる。 

39% 

（37%）

目撃時

間 

目撃者が事件を観察した時

間が短ければ短いほど，目

29% 

（29%）

撃者は事件についてあまり

思い出せないだろう。 

真の記

憶の区

別 

真の記憶と虚偽の記憶を信

頼性をもって区別すること

は不可能である。 

17% 

（32%）

 
 
研究 2：裁判知識のレクチャーが裁判知識の
理解と受容に及ぼす影響の検討 
裁判知識をレクチャーすることで裁判知
識の理解と受容は促進されるのか検討を行
った。また，促進されるとすればどのような
レクチャーのあり方がより効果的であるか
についても合わせて検討を行った。具体的に
は，（1）裁判知識のレクチャーを行う回数お
よび（2）裁判知識の不十分さが冤罪の一因
となった事例の紹介が，裁判知識の理解と受
容に及ぼす影響について検討を行った。 
 
研究の方法 
材料 （1）表 1 に示した法学的知識と心

理学知識に対して正誤の判断および受容度
を尋ねる質問紙。（2）表 1に示した知識につ
いてのレクチャーを記述したスライド。 
参加者 大学生 108 人。このうち 60 人を

事例提示無条件，48 人を事例提示有条件に割
り当てた。 
手続き はじめに，参加者に質問紙を配布

し，これに回答を求めた。質問紙を回収後，
プロジェクターでスクリーンにスライドを
提示し，各命題の正誤についてレクチャーを
行った。さらに，事例提示有条件の参加者に
対してのみ，表 1に示した心理学知識を誤っ
て理解していたことで冤罪が生じた裁判事
例を示した。レクチャー実施後，同じ内容の
質問紙を両条件の参加者に再度配布し，回答
を求めた。 
1 週間後，両条件の参加者に対し，上記の
実験手続きを再度行った。つまり参加者は，
同様の質問紙に対して計 4回，回答を求めら
れた。 
 
研究成果 
質問紙の回答結果の分析から，次の結果が
得られた。 
 
(1) 法学的知識については，レクチャーを繰
り返し行うことで，法学的知識に対する正確
性は高まった。受容の程度は，“推定無罪原
則”と“自由心証主義”に関してのみ高ま
った。 
(2) 心理学知識については，繰り返しレクチ
ャーを行うことで，知識に対する正確性は高
まった。受容の程度は，“写真同定”，“恐
怖をともなう記憶”，“目撃時間”に関して
のみ高まった。 
(3) 冤罪事例の提示は，知識の正確性，受容



の程度のいずれにも影響を及ぼさなかった。 
 
以上の結果から，裁判知識のレクチャーを

繰り返し行うことは，裁判知識の正確性を高
めることに対しては有効であると言える。一
方，裁判知識の受容については，特定の裁判
知識に限定されてはいたものの，ある程度受
容を促す効果が認められたと言える。 
 
研究 3：裁判知識のレクチャーが評議に及ぼ
す影響の検討 
研究 2によれば，裁判知識のレクチャーは，

理解の向上には有効であったのに対し，受容
性に対しての効果は限定的であった。しかし
ながら，現実の評議では，表明した自身の考
えについて根拠を示す必要が生じることや
他の裁判員の発話から様々な示唆が得られ
ることから，裁判知識への思索があらためて
促される機会が少なくないと考えられる。こ
うした思索を経ることは，先だってレクチャ
ーされた裁判知識の理解と受容をより一層
高める可能性がある。 
そこで本研究では，模擬裁判実験を行い，

（1）評議を経ることがレクチャーされた裁
判知識の理解と受容にどのような影響を及
ぼすか，そして，（2）その結果として評議の
妥当性にどのような変化が生じるか，検討を
行った。 
 
研究の方法 
材料 （1）研究 2 で用いたものとほぼ同

様の質問紙。ただし，後述の模擬公判映像と
関連する心理学知識として，“アルコールの
影響”（アルコールの摂取は記憶の正確性を
低下させる），“事後情報効果”（後から得
た情報が最初の記憶を歪めてしまうこと）と
“無意識的転移”（ある文脈で見聞きしたこ
とを別の文脈で見聞きしたことと取り違え
てしまうこと）を加えた。（2）研究 2の事例
有条件で用いたものと同様のスライド。（3）
40 分程度の模擬公判映像（岡田, 2008）。被
告人は元妻を殺害したとして起訴されるが，
容疑を否認している。検察側証人 2人は事件
発生当時に犯行現場近くにいた被告人を目
撃したと証言している。一方，弁護側証人 2
人は，事件発生当時，被告人は勤務先にいた
と証言している。 
参加者 大学生 92 人。参加者は法学的知

識および心理学知識についてレクチャーを
受けるレクチャー有条件，または，いずれの
レクチャーも受けないレクチャー無条件に，
無作為に振り分けられた。 
手続き  レクチャー有条件の参加者に対

してのみ次の手続きを行った。はじめに質問
紙を配布し，法学的知識と心理学知識の各命
題に対する正誤判断および受容の程度を回
答するよう求めた。次に，実験者はプロジェ

クターでスクリーンにスライドを提示し，各
命題の正誤について参加者にレクチャーを
行った。レクチャー後，同様の質問紙を参加
者に再度配布し，これに回答を求めた。 
 上記からおよそ 1週間後，レクチャー有条
件およびレクチャー無条件の参加者に対し
て，模擬公判実験を行った。参加者は模擬公
判映像を視聴し，その後で同じ実験条件の 6
人で構成される評議体に無作為に振り分け
られ（一部 5 人の評議体），被告人の有罪無
罪について評議を行った。評議は 45 分から
60 分程度の範囲で行われ，十分に評議が尽く
されたと評議体の参加者が判断した時点で
終了された。 
評議終了後，参加者は，有罪無罪の判断を
行うとともに，当該判断に対する確信の強さ
を評定した。さらに，再度同様の質問紙に回
答を行った。 
 

研究成果 

有罪判断率（有罪と判断した参加者の割
合）は，レクチャー有条件で 14%，レクチャ
ー無条件で 18%であった。条件間で有罪判断
率に有意な差はみられなかった(p > .1)。 
質問紙の回答結果および評議での発話内
容の分析から，以下の結果が得られた。 
 
(1) 裁判知識の理解度と受容度 
裁判知識の理解度と受容度については，次
の結果が得られた。 
① レクチャーを行うことで，法学的知識に
ついては，いずれの項目においても正確
性が高まり，“起訴状”の受容の程度が
高まった。心理学知識については，いず
れの項目においても正確性が高まり，
“凶器注目効果”の受容の程度が高ま
った。 

② レクチャーを行った後に評議を経るこ
とで，法学的知識および心理学知識の正
確性が高まった。しかし受容の程度は，
いずれの知識においても高まらなかっ
た。 

 
(2) 評議における発話の分析 
テキストマイニング支援ソフト・KH Coder
（Ver. 2. beta. 22; 樋口，2009）を用いて，
評議における発話の分析を行った。分析対象
の総抽出語数（延べ数）は 184,201 語，語の
種類は3,940語，分析に用いられたのは3,201
語であった。 
レクチャー有条件での出現率がレクチャ
ー無条件よりも有意に高かった語としては，
“被告人”（レクチャー有条件：4.34%，レク
チャー無条件：3.41%），“証人”（1.10%，0.52%），
“証拠”（1.45%，0.90%），“指紋”（1.10%，
0.61%），“信憑性”（“信ぴょう”，“信頼”，“信
用”も同義語としてカウント）（1.86%，1.19%）



があった（いずれも p < .01）。 
“被告人”，“証人”，“信憑性”が出現した

発話では，4人の目撃証言の信頼性について，
心理学知識としてレクチャーした，“アルコ
ールの影響”，“事後情報効果”，“真の記憶の
区別”の観点から言及していることが確認さ
れた（表 2）。また，“証拠”，“指紋”が出現
した発話では，物的証拠が存在しないことに
言及していることが確認された（表 3）。 
一方，レクチャー無条件での出現率がレク

チャー有条件よりも有意に多かった語とし
て，“制服”（レクチャー有条件：0.44%，レ
クチャー無条件：0.92%），“ピザ”（1.12%，
1.80%），“バイト”（0.92%，1.82%），“玄関”
（0.16%，0.47%），“怪しい”（0.36%，0.76%）
があった（いずれも p < .01）。これらの語が
出現した発話では，証人が事件当日に被告人
を目撃した内容以外の事柄や（表 4），証言や
供述の信頼性についての疑念に言及してい
ることが確認された（表 5）。 
 以上，レクチャー有条件は，目撃証言の信
頼性について，心理学知識にもとづく発話や
物的証拠が存在しないことについての発話
が多い傾向がみられた。 

 本研究の結果から，裁判知識をレクチャー

することで，評議過程で，裁判知識にもとづ

く判断が促進された。つまり，判断の妥当性

が高まったといえる。 

実際の裁判では，裁判官が評議を進行する

ことから，裁判官による法学的知識の教示の

あり方や，心理学知識の正確性の有無が，評

議での裁判員の発話内容に影響する可能性

について考慮する必要がある。 

 
表 2．“アルコールの影響”，“事後情報効果”，
“真の記憶の区別”に言及した発話の例 

 検察側の証人のニシムラさんも，まあ酔
っていたっていう状態なんで，記憶がま
あ曖昧であったっていう。 

 事件から 2週間後ってことで，まあ，ニ
ュースで見た，そのー，情報にずいぶん
影響されてるかと思うので，このぶつか
った人が，その，被告人だったっていう，
その可能性は，まあ，限りなく低いかな
と思われます。 

 届け出たのも 2週間後，で，しかも報道
番組を見て，「ああ，もしかしてそうなん
じゃないの」っていう思い込みで証言し
てる 

 
 
表 3. 物的証拠が存在しないことに言及した
発話の例 

 誰の指紋もないんだったら，手袋をして
た，この被告の疑いが少し強まるんじゃ
ないかなって。 

 もしナイフをずっと護身用に持ってたと
して，でも指紋が出てこなかったわけじ
ゃないですか。 

 まあ，でも確実にその人が持っていたナ
イフで，で，それでその人が刺したって
いう証拠はないですよね。 

 
 
表 4.被告人を目撃した内容以外の事柄につ
いての発話例 

 店長の証言も，でも，結構曖昧じゃない
ですか。全然制服が減ったのすら分かっ
てないし。 

 仮に被害者が，この時間外に出てたら，
他のバイトもいないわけだし，店に店長
さん１人っていう状況なんですよね。 

 玄関で言い争って，アーミーナイフでメ
ッタ刺しにして，ワイン放置して逃げて
るって，おかしいですよね。 

 
 
表 5. 証言内容や供述内容についての疑念 

 結構，その怪しいので，サラリーマンの
意見は。 

 （被告人が）アーミーナイフを普通持ち
歩くっていう，あまり考えられないので，
そこらへんが，ちょっと怪しいですね。
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